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令和７年度畜産生産性向上技術提供体制構築事業への参加について 

（公社）全国農業共済協会 

 

この度、本会は、農林水産省より、令和７年度農林水産関係補正予算におい

て措置された「畜産生産性向上技術提供体制構築事業」（※１）の補助金交付候補

者に選定されました。 

この事業は、現下の厳しい畜産経営の状況を踏まえ、獣医師の技術を活用

し、受胎率の向上や供用期間の延長、死亡廃用事故の低減等により、家畜の生

産性の向上を図る必要があることから、畜産経営への獣医師の技術（生産性向

上技術）の提供に必要な「機器の整備（一般診療に使用できるものは除く）」

や「技術の普及」を図る取組に対して支援が行われるものです。令和７年度畜

産生産性向上技術提供体制構築事業では上記と併せて、「生産性向上技術の実

証」に対しての支援が可能となりました。 

つきましては、「畜産生産性向上技術提供体制構築事業実施要領」（令和６年

12 月 20 日付け６経営第 2150 号。以下「実施要領」という。）（※２）第４に掲げ

る「取組主体」として、本事業への参加（上記の「機器の整備」、「生産性向上

技術の実証」及び「技術の普及」を図ること）を希望される組織は、下記の方

法により、令和７年度畜産生産性向上技術提供体制構築事業における畜産生産

性向上技術提供体制構築計画（実施要領様式第２号）のご提出をお願いしま

す。 

なお、事業実施の手続き、補助対象経費、補助率等事業の詳細につきまして

は、別添の畜産生産性向上技術提供体制構築事業補助金交付等要綱（※３）、実

施要領等をご参照ください。 

               記 

提出期限  令和８年２月 25 日（水） 

提出方法  郵送（提出期限日必着）又は電子メール 

提 出 先  郵送：〒102-8411 東京都千代田区一番町 19 番地 

公益社団法人 全国農業共済協会  

企画研修部 家畜共済総合対策室 宛 

  電子メール：juuishi@nosai.or.jp 

 

問い合わせ先 

公益社団法人 全国農業共済協会 企画研修部家畜共済総合対策室 

担当：吉武、田中（真）、大塚、田中（瑠） 
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※１ 農林水産省ホームページ「畜産生産性向上技術提供体制構築事業」 

https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/chikusan_seisansei_jig

you7.html 

※２ 「畜産生産性向上技術提供体制構築事業実施要領」 

https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/attach/pdf/chikusan_se

isansei_jigyou7-3.pdf 

※３ 「畜産生産性向上技術提供体制構築事業補助金交付等要綱」 

https://www.maff.go.jp/j/keiei/nogyohoken/attach/pdf/chikusan_se

isansei_jigyou7-2.pdf 


